
社会福祉法人が実施する介護老人福祉施設・居宅介護サービス利用者に対する 

軽減事業実施要綱 

 

（目  的） 

第１条  この要綱は、低所得者で特に生計が困難と認められる者（以下「生計

困難者」という。）、生活保護受給者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促

進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第３０号）による支援受給者（以下「支援受給者」とい

う。）に対し介護保険サービスを提供した社会福祉法人が当該軽減対象者サ

ービス利用に伴う利用者負担の一部を軽減した場合、その費用の一部を社会

福祉法人に助成し、もって生計困難者、生活保護受給者及び支援受給者の生

活の安定と介護保険制度の円滑な実施に資することを目的とする。 

 

（軽減の対象者） 

第２条  前条に規定する利用者負担の一部軽減の対象となる者（以下「軽減対

象者」という。）は、豊中市が行う介護保険の要介護認定者等であって、次

の各号のいずれかに該当する者のうち、生計困難者、生活保護受給者及び支

援受給者とする。ただし、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５０条

及び第６０条に定める居宅介護サービス費等の額の特例の適用を受けている

者は除く。 

市民税非課税世帯に属する、次の要件の全てを満たす者とする。  

（１）年間収入が単身世帯で１５０万円、世帯員が１人増えるごとに５０  

  万円を加算した額以下であること。  

（２）預貯金等の額が単身世帯で３５０万円、世帯員が１人増えるごとに  

  １００万円を加算した額以下であること。  

（３）世帯がその居住の用に供する家屋その他日常生活のために必要な資  

産以外に活用できる資産を所有していないこと。  

（４）負担能力のある親族等に扶養されていないこと。  

（５）介護保険料を滞納していないこと。  

２  前項の市民税非課税世帯とは、同一の住居に居住し生計を一にしている者

全てが市民税非課税である世帯とし、介護老人福祉施設入所者、地域密着型

介護老人福祉施設入所者生活介護利用者については、施設入所前に属してい



た世帯に引き続き属するとみなす。      

（対象サービス及び軽減内容） 

第３条  軽減対象者が利用者負担の一部軽減を受けることができる介護保険サ

ービスは、当該サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事

及び豊中市長に対して利用者負担の軽減を行う旨の申出を行った社会福祉法

人が実施する次のサービスとする。  

 (1）  介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護（介

護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予

防サービス費が支給されている場合に限る。）  

 (2）  訪問介護、夜間対応型訪問介護  

 (3）  通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、

地域密着型通所介護  

 (4)  短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護（介護保険制度におけ

る特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支

給されている場合に限る。）  

 (5)  小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護  

(6)  定期巡回・随時対応型訪問介護看護  

(7)  看護小規模多機能型居宅介護  

(8)  第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業（自己負担割  

合が保険給付と同様のものに限る。）  

(9)  第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業（自己負担割  

合が保険給付と同様のものに限る。）  

２  軽減対象とする費用及び軽減割合は、前項に掲げるサービスにつき、それ  

 ぞれ別表に掲げるとおりとする。ただし、訪問介護・夜間対応型訪問介護・

第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業（自己負担割合が

保険給付と同様のものに限る。）については、利用者負担につき「訪問介

護サービスにかかる利用者負担軽減措置事業」を利用する者は除く。なお、

旧措置入所者で利用者負担割合が５％以下の者については、ユニット型個

室の居住費のみを軽減の対象とし、生活保護受給者及び支援受給者につい

ては、前項第１号及び第４号に係るサービスについて、個室の居住費（滞

在費を含む。）を軽減の対象とする。また、介護老人福祉施設、地域密着

型介護老人福祉施設入所者生活介護、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・



随時対応型訪問介護看護及び看護小規模多機能型居宅介護を利用する利用

者負担第２段階の者については、１０％の利用者負担額を軽減の対象とし

ない。  

３  利用者負担の一部軽減を行う社会福祉法人及びその実施する軽減対象サー

ビスについては、豊中市は、利用者、居宅介護支援事業者等に適宜情報提供

を行うものとする。  

 

（申込み） 

第４条  前条第１項のサービスの軽減を受けようとする者（以下「申込者」と

 いう。）は、「豊中市社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申込書」（様式

 第１号）に必要な事項を記載し、前年分市民税非課税証明（１月初日から 7

 月末日までの間は前々年分市民税非課税証明）その他市長が必要と認める書

 類を添えて市長に申し込むものとする。  

２  申込者は、原則としてサービス利用者又はその世帯員とする。  

 

（軽減の決定） 

第５条  市長は、前条の申込書を受理したときは、申込者が第２条各号に掲げ

 る軽減対象者に該当するか否かを審査し、軽減の可否を決定するものとする。 

２  市長は、軽減を決定したときは、生計困難者にあっては「豊中市社会福祉

法人利用者負担軽減対象決定通知書兼確認証」（様式第２号）を、生活保護

受給者及び支援受給者にあっては「豊中市社会福祉法人利用者負担軽減対象

決定通知書兼確認証」（様式第４号）を、非該当と決定したときは、「豊中

市社会福祉法人利用者負担軽減非該当通知書」（様式第３号）をそれぞれ申

込者に通知する。 

 

（確認証）  

第６条  前条第２項に規定する確認証の有効期限は、申込みのあった日の属す

る年度から翌年度の７月３１日までとする。ただし、申込みのあった日が４

月１日から７月３１日までのときは、当該年度の７月３１日までとする。  

 

（決定通知書兼確認証の返還）  

第７条  第５条第２項に規定する確認証の交付を受けた者が被保険者資格を喪



失した場合は、当該確認証を市長に返還するものとする。  

 

（利用）  

第８条  軽減対象者は、介護保険サービスの利用にあたり、あらかじめ軽減を  

 行う社会福祉法人の事業所に第５条第２項に規定する確認証を提示するもの

とする。ただし、軽減の申込中であらかじめ第５条第２項に規定する確認証

を提示することができない場合等は、申込手続中である旨又は速やかに申込

みを行う旨を申し出るとともに、第５条第２項に規定する確認証が交付され

た後速やかに提示するものとする。  

 

（利用者負担）  

第９条  軽減対象者は、社会福祉法人に対し、第５条第２項に規定する確認証

に記載されたところにより軽減された利用者負担額を支払うものとする。  

 

（不正利得の返還）  

第１０条  偽りその他不正の行為によってこの要綱による利用者負担の一部軽

減を受けた者があるときは、市長は、軽減を行った社会福祉法人と協議のう

え、軽減額の全部又は一部をその者から社会福祉法人に返還するよう求める

ものとする。 

 

（社会福祉法人に対する助成）  

第１１条  市長は、社会福祉法人がこの要綱に基づき軽減対象者に利用者負担  

 の一部軽減を行った場合、別に定めるところにより、当該社会福祉法人に対

し軽減に要した費用の一部を助成するものとする。  

 

（その他）  

第１２条  この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

 

（税制改正に伴う特例措置）  

第１３条  平成１７年度税制改正の影響により利用者負担段階が１段階上昇す

る者（利用者負担段階が第３段階から第４段階に上昇する者）について、利

用者負担の急激な増加を抑えるため、平成１８年７月１日から平成２０年６



月３０日まで特例措置を行う。  

２  本特例措置による軽減の実施については、第２条第１号中「市民税非課税

世帯に属する」とあるのは、「介護保険法施行令等の一部を改正する政令（平

成１８年政令第１５４号）附則第２３条第３項に規定する特定被保険者（同

条第１項及び第２項に該当する者を除く。）で」と、第２条第１号①中「１

５０万円」とあるのは、「１９０万円」と読み替え、第２条第２号は削除し、

また、別表中の「１／４」とあるのは、「１／８」と読み替え、附則４中「た

だし、第２条第１号に該当する者のうち、老齢福祉年金受給者については、

別表中の軽減割合を１／２とする。」を削除し、附則６中「ただし、第２条

第２号に該当する者は、別表中の軽減割合を１／５とする。」を削除し、「た

だし、別表中の軽減対象費用の食費、居住費（滞在費）及び宿泊費について、

当該額が補足給付の対象費用であって、補足給付における基準費用額を上回

る場合は、基準費用額とする。」を追加して行うものとする。  

 

（平成２１年４月の介護報酬改定に伴う特例措置）  

第１４条  平成２１年４月の介護報酬改定に伴う利用料上昇に対する経過措置

として、平成２１年４月１日から平成２３年３月３１日まで特例措置を行う。 

２  本特例措置実施により、別表中軽減対象費用の１０％の利用者負担額のみ、 

軽減割合の「１／４」を「２８％」と読み替えることとする。また、附則４

中「別表中の軽減割合を１／２」を１０％の利用者負担額のみ、「別表中の

軽減割合を５３％」と読み替えることする。  

 

 

  附  則    

 この要綱は、平成１２年４月１日から施行する。  

 この要綱は、平成１３年７月１日から施行する。  

 この要綱は、平成１５年４月１日から施行する。ただし、平成１５年７月１

 日からは第２条第２号に規定する者は、別表中の減免割合を１ /２から２ /５

 に変更する。 

  

   附  則 

１  この要綱は、平成１７年４月１日から施行する。  



２  この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われたサービスについて

適用し、同日前に行われたサービスについては、なお従前の例による。  

３  この要綱は、平成１７年７月１日から施行する。ただし、第２条第２号に

該当する者は、別表中の減免割合を３ /１０とする。 

４  この要綱は、平成１７年１０月１日から施行する。ただし、第２条第１号

  に該当する者のうち、老齢福祉年金受給者については、別表中の軽減割合

  を１ /２とする。なお、適用年月日が平成１７年７月１日から９月１日で、

  かつ、減免割合が１ /２の確認書の交付を既に受けた者については、経過措

  置として引き続き平成１８年６月３０日まで軽減割合を１ /２とし、施設サ

  ービス利用者のうち利用者負担第２段階の者についても、１０％の利用者

  負担額を軽減の対象とする。  

５  この要綱は、平成１８年５月１日から施行し、平成１８年４月１日から適

用する。 

６  この要綱は、平成１８年７月１日から施行する。ただし、第２条第２号に

該当する者は、別表中の軽減割合を１／５とする。  

７  この要綱は、平成１８年１２月１日から施行する。  

８  この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。  

９  この要綱は、平成１９年７月１日から施行する。ただし、第２条第２号に

該当する者は、別表中の軽減割合を１ /８とする。 

10 この要綱は、平成２０年７月１日から施行する。ただし、第２条第１項第

２号に該当する者は、軽減対象としない。  

11 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。  

12 この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。  

13 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。  

14 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  

15 この要綱は、平成２５年８月１日から施行する。  

16 この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。  

17 この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。  

18 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。  

19 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  

20 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。  

21 この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。  



22 この要綱は、令和２年１０月１日から施行する。  

 

 

 

別表（第３条関係）  

 
 
 

対象サービス 軽減対象費用 軽減割合 

介護老人福祉施設 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

１０％の利用者負担額、

食費、居住費 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１／４ 

（老齢福祉

年金受給者

は１/２と

する。） 

 

 

 

 

 

訪問介護 

 夜間対応型訪問介護 

１０％の利用者負担額 

通所介護 

認知症対応型通所介護  

 介護予防認知症対応型通所介護  

 地域密着型通所介護  

１０％の利用者負担額、

食費 

 

短期入所生活介護 

介護予防短期入所生活介護 

１０％の利用者負担額、

食費、滞在費 

 小規模多機能型居宅介護 

 介護予防小規模多機能型居宅介護 

１０％の利用者負担額、

食費、宿泊費 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護  １０％の利用者負担額 

看護小規模多機能型居宅介護  １０％の利用者負担額 

食費、宿泊費  

第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に

相当する事業（自己負担割合が保険給付と同

様のものに限る。）  

１０％の利用者負担額 

第一号通所事業のうち介護予防通所介護に

相当する事業（自己負担割合が保険給付と同

１０％の利用者負担額 

食費 



様のものに限る。）  

 

（１）生活保護受給者及び支援受給者の個室の居住費（滞在費を含む。）につ

いては、全額軽減対象とする。  

（２）平成２５年８月１日、平成２６年４月１日又は平成２７年４月１日、令

和元年１０月１日施行、令和２年１０月１日の生活扶助基準の改正に伴い生活

保護が廃止された者であって、廃止時点において本要綱に基づく軽減又は特定

入所者介護（予防）サービス費の支給により居住費の負担がなかった者のうち、

引き続き第２条に該当する者については、居住費以外にかかる利用者負担につ

いては４分の１（老齢福祉年金受給者は２分の１）及び居住費にかかる利用者

負担について全額軽減対象とする。  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（様式第１号）

     性別　　　　

電話番号　（０６）    　　　　　　－

小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

生年月日 性別

男　・　女

男　・　女

男　・　女

男　・　女

男　・　女

豊中市長あて

上記のとおり社会福祉法人等による利用者負担額の軽減対象の申込をします。また、軽減

対象の決定にあたり市民税課税台帳による世帯の課税状況の確認、生活保護受給状況調査

　　　　年　　　月　　　日

(被保険者)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名　前

注）サービスの対象については、自己負担割合が保険給付と同様のものに限ります。

決定番号

認定結果

訪問介護・夜間対応型訪問介護

通所介護・認知症対応型通所介護・介護予防認知症対応型通所介護・地域密着型通所介護

短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護

被保険者

豊中市社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申込書

住所

M・T・S　　　　年　　　　月　　　　日

被保険者名

生年月日

利用法人（施設）名

同
居
家
族
等
の
状
況

名前

利用サービス

介護老人福祉施設（特別養護老人ﾎｰﾑ）・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業注

第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業注

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

フリガナ

事務処理欄

課
税
状
況

利用者負担軽減　
　　　申込理由

および、利用法人への決定内容・利用者負担段階の提供に同意します。

　　男　　・　女　　

〒

豊中市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　（０６）　　　　－

被保険者番号



 
（様式第2号）                                                     

令和 年（  年） 月 日 

 

        様                    大阪府豊中市長 

 

豊中市社会福祉法人利用者負担軽減対象決定通知書兼確認証 
  

  さきに申込みのありました、豊中市社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申込書について、 

 下記のとおり決定しましたので通知します。 

 

被保険者氏名  

被保険者番号  

生年月日  性別  

住所  

決定年月日  決定事項  

適用年月日  有効期限  

軽減割合  

 

＜注意事項＞  

1.次の介護サービスを受けるときは必ず事前にこの「決定通知書兼確認証」を事業者に提示してください。 
対象となるサービス：介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、訪問介護、夜間対応
型訪問介護、通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、地域密着型通所介護、短期
入所生活介護、介護予防短期入所生活介護、小規模多機能型居宅介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、定
期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護、第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に
相当する事業（自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。）、第一号通所事業のうち介護予防通所介護に
相当する事業（自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。） 

2.この決定通知書兼確認証は、豊中市に申し出のあった社会福祉法人のみ有効です。 
3.前記のサービスを利用した場合、利用者負担額（日常生活に要する費用については食費・居住費（滞在費）及
び宿泊費に限る）が、上記に記載される軽減割合により軽減されます。ただし、旧措置入所者で利用者負担割
合が５％以下の方については、ユニット型個室の居住費のみ対象となり、介護老人福祉施設入所者、地域密着
型介護老人福祉施設入所者生活介護、小規模多機能型居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小
規模多機能型居宅介護利用者で、利用者負担第２段階の方については、１割の利用者負担については軽減の対
象になりません。 

4.介護保険の被保険者資格がなくなったとき、軽減措置の要件に該当しなくなったとき、軽減の有効期限に至っ
たとき、転出のときは、この決定通知書兼確認証を市へ返還してください。 

5.この決定通知書兼確認証の記載事項に変更があったときは、１４日以内に、下記へご連絡ください。 
6.不正にこの決定通知書兼確認証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。 

＜教示＞ 
1.この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 3 か月以内に、豊中市
長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 3 か
月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して 1 年を超過すると審査請求をすることができなくなりま
す。）。 
この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して、6 か月以内に豊中市を被告とし
て（訴訟において豊中市を代表する者は豊中市長となります。）、決定の取消しの訴えを提起することができま
す（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 6 か月以内であっても、この決定の日の翌日
から起算して 1 年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記 1 の
審査請求をした場合には、審査請求に対する決定があったことを知った日の翌日から起算して 6 か月以内に、
決定の取消しの訴えを提起することができます（なお、審査請求に対する決定があったことを知った日の翌日
から起算して 6 か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して 1 年を経過すると決定の取消しの訴え
を提起することができなくなります。）。 

  
  
お問い合わせ先 〒５６１－８５０１ 豊中市中桜塚３－１－１ 

 豊中市         課   ０６（   ） 



（様式第３号）    

令和 年（  年） 月 日 

           様  

   大阪府豊中市長 

 

豊中市社会福祉法人利用者負担軽減非該当通知書 

  

さきにお申し込みいただきました、社会福祉法人による利用者負担軽減については、

下記のとおり決定しましたので通知します。 

 

被保険者氏名  

被保険者番号  

生年月日  性別  

住  所  

決定年月日   令和 年 月 日 決定事項 非 該 当 

 

理  由 
 

 

 

＜教示＞ 
１．この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 3か月以内に、

豊中市長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日か
ら起算して 3 か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して 1 年を超過すると審査請求をす
ることができなくなります。）。 

 

２．この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して、6 か月以内に豊中市を

被告として（訴訟において豊中市を代表する者は豊中市長となります。）、決定の取消しの訴えを提起

することができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 6 か月以内であっ

ても、この決定の日の翌日から起算して 1 年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができ

なくなります。）。ただし、上記 1 の審査請求をした場合には、審査請求に対する決定があったことを

知った日の翌日から起算して 6 か月以内に、決定の取消しの訴えを提起することができます（なお、

審査請求に対する決定があったことを知った日の翌日から起算して 6 か月以内であっても、この決定

の日の翌日から起算して 1 年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 
 豊中市          課 
 住  所 561-8501 豊中市中桜塚 3丁目 1番 1号 
 電話番号 06-6858-     



（様式第４号）  令和 年（  年） 月 日 

           様 

 

豊中市社会福祉法人利用者負担軽減対象決定通知書兼確認証 

 

 

さきにお申し込みのありました、豊中市社会福祉法人利用者負担軽減対象確認申込書について、 

 下記のとおり決定しましたので通知します。 

＜注意事項＞  
１次の介護サービスを受けるときは必ず事前にこの「決定通知書兼確認証」を事業者に提示してください。 

対象となるサービス：介護福祉施設サービス、介護老人福祉施設入所者生活介護、地域密着型老人福祉施設、短期入所生活

介護、介護予防短期入所生活介護 

2.この決定通知書兼確認証は、豊中市に申し出のあった社会福祉法人のみ有効です。 

3.前記のサービスの居住費（滞在費）が、上記に記載される軽減割合により軽減されます。 

4.生活保護受給者・支援給付受給者でなくなったとき、今後、前記のサービスを利用する見込みがないとき、転出のときは 

この決定通知書兼確認証を市へ返還してください。 

5.この決定通知書兼確認証の記載事項に変更があったときは、１４日以内に、下記へご連絡ください。 

6.不正にこの決定通知書兼確認証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けます。 

 
＜教示＞ 
１．この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 3か月以内に、豊中市長に対して審

査請求をすることができます（なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 3か月以内であっても、この決
定の日の翌日から起算して 1年を超過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

 

２．この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して、6か月以内に豊中市を被告として（訴訟にお

いて豊中市を代表する者は豊中市長となります。）、決定の取消しの訴えを提起することができます（なお、この決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると決定の取消

しの訴えを提起することができなくなります。）。ただし、上記1の審査請求をした場合には、審査請求に対する決定があっ

たことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、決定の取消しの訴えを提起することができます（なお、審査請求に対

する決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過す

ると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

 

問い合わせ先  

豊中市          課 

住  所 561-8501 豊中市中桜塚3丁目1番1号 

電話番号 06-6858-     
 

被保険者氏名  

被保険者番号  

生年月日  性別  

住所  

決定年月日 令和 年 月 日     決定事項 該当 

適用年月日 令和 年 月 日   有効期限  

軽減割合 居住費・滞在費のみ １００/１００ 


